
\ 子ども１人あたり２万円支給 /

甲佐町物価高騰対応 重点支援

必要な支援を必要な人へ 家計を応援する
甲佐町の支援策が決定！

　近年、食料品や光熱費などの価格上昇により、家計への負担が増しています。こ
うした状況を受け、本町では物価高騰対策として、町民の皆さまの生活を支える支
援事業を実施します。支援事業の詳細は、各担当課にお尋ねください。

　児童手当支給対象児童を養育する父母等に
子ども１人あたり２万円を支給します。
▶支給時期　２月下旬以降（予定）
　詳細については、町公式ウェブサイトをご
確認ください。

「物価高対応子育て応援手当」

\ お得にお買い物ができる /

　町内の登録事業所で、金券として使用できるチ
ケット１万円分を全町民に支給。65歳以上の方に
は、さらに１万円を支給します。
※詳細は、同紙 P21をご覧ください。

「ふるさと応援チケット発行事業」第２弾

\ 光熱費の削減に /

　令和８年３月～10月分（８か月分）の町水道
基本料金および簡易水道等の基本料金相当額を
軽減します。

「水道料金軽減事業」

▶お問い合わせ先
　町福祉課　☎096-234-1114

▶お問い合わせ先
・町地域振興課　☎096-234-1154
・町福祉課　☎096-234-1114

▶お問い合わせ先
　町環境衛生課（町水道管理センター）
　☎096-234-0755

子ども

事業所全世帯

（国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 /
重点支援地方交付金」を活用した事業）

（国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 /
重点支援地方交付金」を活用した事業）

全世帯

全町民に

１万円

65 歳以上には

   さらに１万円
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